
11月 3日・文化の日
23日・勤労感謝の日

（霜月） November

どちらも一定の範囲までは課税されない課税最低限を決めるもの
ですが、基礎控除の場合は相続税のように基礎控除を超えた部分に
課税されるのに対し、免税点の場合は免税点を超えると超えた部分
だけでなく全体に課税されます。損金算入される交際費等の5千円基
準も免税点と考えれば、わかりやすいかと思います。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／10月分源泉所得税の納付
11月10日

国　税／所得税予定納税額の減額申
請 11月15日

国　税／所得税予定納税額第2期分
の納付 11月30日

国　税／9月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）11月30日

国 税／12月、3月、6月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合）11月30日

国　税／3月決算法人の中間申告
11月30日

国　税／個人事業者の消費税等の中間
申告（年3回の場合）11月30日

地方税／個人事業税第2期分の納付
都道府県の条例で定める日

労　務／労働保険料第3期分の納付
11月30日

（労働保険事務組合委託の　　
場合12月14日まで）
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基礎控除と免税点

※税を考える週間 11月11日～11月17日
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Ｑ
会
社
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
税

務
面
・
会
計
面
に
影
響
を
与
え
て

い
る
事
項
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
主
な
事
項
は
、
株
式
譲
渡
制
限

会
社
を
前
提
に
す
る
と
、
次
の
と

お
り
で
す
。

①

有
限
会
社
…
有
限
会
社
制
度
が
廃

止
。
既
存
の
有
限
会
社
は
、
特
例
有

限
会
社
と
な
る
か
、
株
式
会
社
に
変

更
す
る
か
の
選
択
が
必
要
。

②

資
本
金
…
一
円
で
も
可
。

③

取
締
役
…
一
人
で
も
可
。
ま
た
取
締

役
会
を
不
要
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④

監
査
役
…
置
か
な
く
て
も
よ
い
し
、

会
計
参
与
で
も
可
。

⑤

会
計
参
与
…
置
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥

役
員
…
任
期
は
最
長
十
年
も
可
。

⑦

定
款
…
記
載
内
容
が
大
き
く
変
化

し
て
お
り
、見
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑧

株
券
…
発
行
し
な
い
こ
と
が
原
則

と
な
っ
て
い
ま
す
。

⑨

株
主
総
会
…
手
続
が
簡
単
に
な
り
、

権
限
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。

⑩

分
配
…
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
、

い
つ
で
も
配
当
が
可
能
と
な
っ
て
い

ま
す
。

⑪

決
算
書
…
大
幅
変
更
。
特
に
利
益

処
分
計
算
書
が
な
く
な
り
、
株
主
資

本
等
変
動
計
算
書
が
必
須
に
な
っ
て

い
ま
す
。

⑫

商
号
…
類
似
商
号
の
規
制
が
大
幅

に
緩
和
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑬

設
立
…
会
社
の
設
立
が
簡
単
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
実
質
一

人
会
社
の
社
長
報
酬
に
つ
い
て
は
、

損
金
算
入
を
制
限
す
る
規
定
も
で
き

て
い
ま
す
。

Ｑ
中
小
企
業
会
計
指
針
は
何
の
た

め
に
あ
る
の
で
す
か
。

Ａ
会
社
の
会
計
の
原
則
は
、
会
社

法
に
お
い
て
、
一
般
に
公
正
妥
当

と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
に
従

う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
中
小
企
業
が
、

計
算
書
類
の
作
成
に
当
た
り
、
拠
る
こ

と
が
望
ま
し
い
会
計
処
理
や
注
記
等
を

示
す
指
針
と
し
て
公
表
さ
れ
た
も
の
が

「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
で

す
。最

近
、
金
融
機
関
等
に
お
い
て
、
こ

の
指
針
に
基
づ
い
た
決
算
書
か
ど
う
か

で
信
頼
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
増
え
て

き
て
お
り
、
借
入
金
利
に
も
影
響
が
少

な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
の
で
、
中
小
企
業

の
経
営
者
は
十
分
に
関
心
を
持
っ
て
、

問
題
点
が
あ
れ
ば
改
善
し
て
い
く
こ
と

が
望
ま
れ
ま
す
。

Ｑ
中
小
企
業
会
計
指
針
が
影
響
を

与
え
そ
う
な
主
要
ポ
イ
ン
ト
を
教

え
て
下
さ
い
。

11月号 2

　
平
成
十
八
年
は
、毎
年
の
四
月
一
日
の
改

正
税
法
施
行
の
他
に
、五
月
一
日
の
会
社
法

施
行
、そ
れ
に
伴
う
中
小
企
業
会
計
指
針

の
改
正
・
公
表
と
会
社
を
取
り
巻
く
環
境

が
大
き
く
変
化
し
た
年
で
す
。
そ
こ
で
、中

小
企
業
に
影
響
の
あ
る
ポ
イ
ン
ト
を
Ｑ
＆

Ａ
で
以
下
整
理
し
て
み
ま
す
。 

企業を取り巻く 

 環境激変 
最
近
の
動
き
と 

税
務
Ｑ
＆
Ａ 

図表1■税法と会計指針の要約 

１.貸倒引当金の計上 

減価償却費の計上 

法人税、住民税、 
事業税、消費税等 

記載内容 

特別償却 
２.固定資産 

３.税金費用・ 
 税金債務 

４.注記 

区　　分 

任意（一括評価金銭債 
権、個別評価金銭債権 
に区分） 

任意（償却限度額） 

償却方式又は準備金方式 
（剰余金処分・損金経理） 

発生基準又は現金基準 

規定はない 

税法基準 

必ず計上（一般債権、貸 
倒懸念債権、破産更生 
債権等に区分） 

必ず計上 

剰余金処分による準備金 
方式のみ 

発生基準 

会社計算規則の規定による 

会計指針 

会
社
法
の
影
響

1

中
小
企
業
会
計
指
針
の
影
響

2



3 11月号

Ａ
一
般
的
に
重
要
と
思
わ
れ
る
項

目
は
図
表
１
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。特

に
表
中
２
の
減
価
償
却
費
の
計
上

が
な
い
と
か
過
少
計
上
は
、
資
産
を
過

大
計
上
し
て
い
て
粉
飾
で
は
な
い
か
と

い
う
よ
う
な
考
え
方
が
広
ま
っ
て
き
て

い
る
の
で
、
十
分
認
識
し
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

Ｑ
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
制
度

が
改
正
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

ポ
イ
ン
ト
を
教
え
て
下
さ
い
。

Ａ
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
に
つ

い
て
、
対
象
と
な
る
法
人
を
同
族

関
係
者
一
グ
ル
ー
プ
で
株
式
等
五
〇
％

超
保
有
の
会
社
の
み
に
限
定
し
、
残
る

同
族
性
の
高
い
対
象
法
人
に
つ
い
て
も
、

内
部
留
保
に
対
す
る
控
除
額
を
大
幅
に

引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
平
均
並
の

配
当
を
行
え
ば
課
税
さ
れ
な
く
な
る
よ

う
抜
本
改
正
さ
れ
、
中
小
企
業
の
内
部

留
保
の
充
実
が
図
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
（
図
表
２
参
照
）。

Ｑ
自
動
車
の
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
の

会
計
処
理
の
方
法
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

Ａ
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
は
、
平
成
十

七
年
一
月
一
日
以
降
は
、
①
新
車

購
入
時
、
②
既
所
有
者
は
最
初
の
車
検

時
、
中
古
車
新
規
登
録
時
、
③
車
検
を

受
け
ず
に
廃
車
す
る
場
合
は
廃
車
時
に
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
や
整
備
事
業
者
、
引
取
業
者

を
通
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
を
管
理
す

る
（
財
）
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
促
進
セ
ン

タ
ー
に
支
払
い
（
預
託
）
を
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
料
金
の
内
訳
は
、
図
表

３
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
う
ち
、

シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
料
金
、
エ
ア
バ

ッ
ク
類
料
金
、
フ
ロ
ン
類
料
金
、
情
報

管
理
料
金
に
つ
い
て
は
、
資
産
計
上

（
消
費
税
は
不
課
税
）
し
ま
す
。

一
方
、
資
金
管
理
料
金
に
つ
い
て
は
、

費
用
処
理（
課
税
仕
入
れ
）
と
な
り
ま
す
。

図表2■同族会社の留保金課税の改正前後比較 

図表3■リサイクル料金の内訳 

改正前 対象法人：同族関係者３グループで株式等50%超保有 

留保控除（以下の最も多い額） 

　①所得基準：所得等×35% 

　②定額基準：年1500万円 

　③積立金基準：資本金×25%－利益積立金 

不適用措置 

　①設立後10年以内の中小企業 

　②中小企業新事業活動促進法の経営革 

　　新計画承認企業 

　③自己資本比率50%以下の中小法人 

所
得
等 

 
44.6%

 
50.6%  

35%

支払配当 
4.8%

課税 
対象 

中小企業平均 

留
保
控
除 

内
部
留
保 

改正後 対象法人：同族関係者１グループで株式等50%超保有 

留保控除（以下の最も多い額） 

　①所得基準：所得等×50% 
　　（大企業は所得等×40%） 

　②定額基準：年2000万円 

　③積立金基準（変更なし） 

　④自己資本比率基準：自己資本比率30% 
　　到達までの額（中小法人のみ） 

不適用措置 

　①中小企業新事業活動促進法の経営革 
　　新計画承認企業 

所
得
等 

 
44.6%

 
50.6% 50%

支払配当 
4.8%

中小企業平均 

留
保
控
除 

内
部
留
保 

法
人
税
等 

平均並の 
配当で課税 
されなくなる 

※税額＝［所得等－（法人税等＋支払配当）－留保控除］×税率（10～20%） 

シュレッダー 

ダスト料金 

エアバック類 

料金 
フロン類料金 

情
報
管
理
料
金 

資
金
管
理
料
金 

法
人
税
等 

税
制
改
正
等
の
影
響

3



11月号 4

私は、平成17年に住宅を取得し、

住宅借入金等特別控除の適用を受け

ていますが、平成19年１月からロ

ンドン支店へ２年間の予定で転勤することに

なりました。ロンドンへは単身で赴任し、家

族はこの住宅に残りますが、平成19年分以降

の特別控除の適用関係はどのようになるので

しょうか？

住宅借入金等特別控除の適用を受

けることができる者は、「居住者」

に限られ、また、その適用は、その

住宅を取得してから６ヶ月以内に居住の用に

供し、以後その年12月31日まで引き続き居住

の用に供している年分に限られています。

つまり、この特例は原則として「非居住者」

が住宅を取得した場合は、適用されませんし、

居住者が非居住者となった場合には、非居住

者となった年以後の年については適用されな

いこととなります。

しかし、居住者の場合、転勤、転地療養そ

の他のやむを得ない事情により、本人が一時

的に住まなくなった場合において、その家屋

を本人と生計を一にする親族が引き続き居住

の用に供しており、やむを得ない事情が解消

した後は本人が共にその家屋に居住すると認

められる場合には、本人が引き続き居住の用

に供しているものとして取り扱われることか

ら、非居住者の場合も同様に取り扱うことと

されています。

したがって、ご質問の場合には、非居住者

となる平成19年および20年については、特例

の適用は受けられませんが、帰国後の平成21

年以降は、居住年から引き続きその家屋に居

住していたものとして、再び特例の適用を受

けることができます。

なお、家族と共にロンドンへ赴任した場合

には、原則として非居住者となった年以後の

年分については、特例の適用はできなくなり

ます。

海外へ転勤になった場合の
住宅借入金等特別控除

私は、青果店を営む個人事業者で
すが、平成17年１月分から国民年金

保険料の支払いが滞っていたため、本年９月
に未払分の保険料を一括で支払いました。平
成17年分の保険料の社会保険料控除は、平
成17年分の確定申告について更正の請求を
することとなるのでしょうか？

社会保険料は、１年超の前納保険
料を除き、現実に支払った年分にお

いて社会保険料控除の対象となります。
したがって、ご質問の場合は、更正の請求

ではなく、平成18年分の確定申告において
社会保険料控除の適用を受けることとなりま
す。
なお、平成17年分の確定申告より国民年

金保険料又は国民年金基金の掛金があるとき
は、これらの支払いをした旨を証する書類の
添付又は提出等が必要となりましたのでお忘
れのない様ご注意ください。

過年分の社会保険料と社会保
険料控除最

近
、
企
業
イ
メ
ー
ジ
の
一
新
の
た

め
社
名
変
更
を
行
う
会
社
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
社
名
変
更
費
用
の
税

務
上
の
取
扱
い
は
次
の
と
お
り
で
す
。

１
　
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
費
用

そ
の
支
出
の
効
果
が
一
年
以
上
に

及
ぶ
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
す
の
で
、

繰
延
資
産
で
あ
る
開
発
費
と
し
て
取

扱
い
、
任
意
償
却
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

２
　
ロ
ゴ
マ
ー
ク
等
の
商
標
登
録
費
用

商
標
権
の
登
録
費
用
は
、
無
形
固

定
資
産
の
商
標
権
と
し
て
取
扱
い
、

耐
用
年
数
一
〇
年
と
し
て
償
却
し
ま

す
。

３
　
メ
デ
ィ
ア
へ
の
Ｐ
Ｒ
広
告
費
用

Ｐ
Ｒ
広
告
費
用
や
不
特
定
多
数
の

者
に
配
布
す
る
少
額
物
品
に
係
る
費

用
は
、
広
告
宣
伝
費
と
し
て
損
金
算

入
し
ま
す
。

Q

A

社
名
変
更
に
伴
う
費
用
の
税
務
処
理

税金 

メモ 
一口 




